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平成28年度男女共同参画プラン事業進行管理の概要

１　男女共同参画計画事業の評価

３　実施状況報告書の読み方

２　所管課評価 (事業ごと)

平成29年度事業計画（目標値）

平成28年度事業実績（成果・課題）

　このプランの期間は、平成27年度から31年度までの５年間ですが、社会情勢の変化
や計画の進捗状況に応じ必要な見直しを行います。
　また、各所管課における事業の進捗状況を確認・把握するため報告書を毎年作成
し、ホームページ等で公表しています。

男女共同参画社会実現のための
意識づくり

様々な分野における男女共同参
画の推進

仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の実現

異性に対する暴力の根絶と人権
の尊重

基本方針 施策の方向

４

３

２

事業の成果や問題点を踏まえ、次年度以降の事業の取組み方や改善点等を記載。

平成28年度に実施した事業の内容・テーマ・参加人数・回数・サービス等の実
績、男女共同参画の視点に立った事業の成果、問題点を記載。

「課等名」、「事業名」、「事業概要」については、『第２次海老名市男女共同
参画プラン』　に記載のとおり転記。

　施策の方向ごとに所管課評価、男女共同参画行政推進会議コメント、男女共同参画
協議会コメントを記載しています。

　第２次海老名市男女共同参画プランの事業数は62、その所管課の数は15課です。こ
の15課が、平成28年度に行った事業の進捗状況をまとめ、それに自課による評価を
行ったものが、所管課評価です。なお、62事業のうち所管が２課にまたがっているも
のが３事業ありますが、事業の取り組みが異なることから報告書内では一つずつの事
業として扱っています。

１

基本
目標

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち

海
老
名

　海老名市では男女共同参画社会基本法に基づき、平成27年３月に「第２次海老名市
男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画の推進を図っています。
　男女共同参画プランは「男女共同参画のまち海老名」を基本目標とし、４つの基本
方針、基本方針を支える10の基本施策(下表参照)、基本施策の下に各事業を実施して
います。

第２次海老名市男女共同参画プラン　基本方針・施策の方向等一覧

1



課等名 事業名 事業説明

市民との協働による男女共同参
画の推進

基本方針１　　男女共同参画社会実現のための意識づくり

市民活動推進課
男女共同参画に関する学習機会
の提供

男女共同参画についての学習機会とし
て、講演会や講座を実施します。

　施策の方向（１）　　市民への意識啓発

　①男女共同参画に関する意識啓発

保護者対象の家庭教育学級において男女
共同参画の学習機会を設け、家庭におけ
る男女共同参画意識の向上を図ります。

男女共同参画社会の実現に向けた事業を
市民団体等と協働で実施します。

市民活動推進課 男女共同参画推進員の設置
男女共同参画推進員を公募し、事業の企
画運営や啓発紙の作成など、男女共同参
画を推進する活動を行います。

学び支援課
男女共同参画の視点に立った家
庭教育の推進

市民活動推進課
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

山田亮氏を講師に男女共同参画講演会「～
きっと毎日が楽しくなる～心地いい家族の
カタチ」を開催し、男女が共に活躍する社
会づくりの一歩として、楽に家事をする方
法・家族へ感謝の気持ちを伝える大切さを
学びました。参加者126名。

参加者集めに苦慮しています。また、参加
者の年齢に偏りがあり、若い方が参加した
いと思うような事業を検討する必要があり
ます。

広く多くの世代の方に男女共同参画を啓
発するため、講演会を開催します。
【講演会】
　年１回開催、参加者目標170名。

H29年度事業計画（目標値）H28年度事業実績（成果・課題）

情報紙を２回発行し、推進員の活動やコメ
ントを掲載しました。
「ＨＡＰＰＹ子育て・孫育て～家族の時間
～写真展」では、作品募集や受賞作品の選
考を推進員が行い、全21点の作品を２会場
で展示しました。

事業内容検討時からより深くかかわっても
らう方法を考えます。
写真展は応募数が少なかったです。

家庭教育学級を開催します。研修会で前
年度のテーマを共有し、男女共に協力し
合って取り組めるテーマ設定、開催日、
時間帯の工夫を図ります。
【家庭教育学級】
②のテーマ１校開催予定。①は隔年開
催。

父親にも興味をもってもらえる講座を開催
する必要があります。

①「誕生・命・生きる」という講座を幼稚
園１園で開催。
②「いざという時に役立つ～心肺蘇生法と
ＡＥＤ～」という講座を幼稚園１園で開
催。男女合わせて45名参加。

プランに合致する事業を行う市民団体から
の相談はありませんでした。
男女共同参画推進員主体で地域に出向き、
男女共同参画の紙芝居やかるた遊びを行い
ました。

推進員中心の活動は参加者が少なかったた
め、内容、時間や場所を考慮して開催する
必要があります。

男女共同参画に関する講座等、第２次男
女共同参画プランに合致する事業を行う
市民団体がある場合は、事業を協働で開
催します。
【協働開催事業】年１回程度開催

男女共同参画推進員と講演会や街頭啓発
等の事業を企画運営します。
【講演会】年１回開催
【街頭啓発】年１回実施
【情報紙「はばたき」】年２回発行
（男女共同参画推進員のコメントを掲載
する。）
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課等名 事業名 事業説明

基本方針１　　男女共同参画社会実現のための意識づくり

　施策の方向（１）　　市民への意識啓発

行政推進会議
コメント

市民活動推進課
男女共同参画推進事業所の視
察・情報提供

男女共同参画の推進（家庭と仕事の両立
支援や男女平等の職場づくり）等に積極
的な事業所を訪問し、啓発紙等でＰＲし
ます。

市民活動推進課

　②男女共同参画に関する情報の提供

男女共同参画に関する認識を深め、広く
知らせるために、啓発紙の発行やホーム
ページ等により情報を提供します。

男女共同参画に関する情報の提
供

○物事の価値や見方が多様化しており、市民全般を対象とした講演会の
集客はとても難しいと思います。テーマ、対象とする方はどんな方か、
その対象者が参加しやすい開催条件か、興味がある内容かなど、もっと
対象を絞ったり、開催方法を変えてもよいかと思います。
○あらゆる媒体を活用して「男女共同参画」という文字が自然と目に入
るような環境をつくり、意識に刷り込ませるような作業が有効かと考え
ます。写真展示は、不特定多数の方が気軽に目にできる、駅間通路の広
告スペース等を利用し、積極的にＰＲしたり、推進員の出前講座は、Ｐ
ＴＡや保護者会など子育て世代の集まる関係団体等と協働で開催するな
ど、工夫をしてもよいかもしれません。
○世の中のサービス、販売業などは、女性のパワーがなくてはならない
状況です。ライフスタイルに合った働き方をしている女性がとても増え
たと思います。そうした女性たちで現状や工夫、苦労など語り合える場
を設定していくと、新たな課題が見えてくるのではないかと思います。

4



H29年度事業計画（目標値）H28年度事業実績（成果・課題）

成
果

課
題

成
果

課
題

情報紙「はばたき」を発行し、男女共同
参画に関する事業やコラムを掲載しま
す。市ホームページに情報紙「はばた
き」を掲載するほか、男女共同参画事業
に関する情報発信を随時行っていきま
す。
【情報紙「はばたき」】年２回発行

啓発が不足している事業やタイムリーな話
題など、情報紙「はばたき」に掲載する内
容を厳選する必要があります。

男女共同参画の推進に取り組む事業所が
増えるよう、男女共同参画を推進してい
る事業所を視察し、その事例を情報紙
「はばたき」で紹介します。
【事業所視察】年１回
【情報紙「はばたき」】年１回掲載男女共同参画を推進している事業所の発掘

方法

男女共同参画に関する事業のほか、ＤＶや
リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関す
るコラムを情報紙「はばたき」に掲載しま
した。

アカチャンホンポ ららぽーと海老名店を
訪問し、女性のストアリーダーや子育て中
の職員にインタビューを行いました。
視察の結果は情報紙「はばたき」に掲載し
ました。

協議会
コメント

○若い職員に意見を聞く等して、若い方が参加したいと思う事業の検
討を希望します。
○講演会は保育があることをもっと周知し、多くの方が参加できるよ
うな工夫をすると良いと思います。
○行政推進会議のコメントにあるように、男女共同参画の文字が自然
に目に入るような環境をつくり、意識に刷り込ませることが大切だと
考えます。
○写真展は家事・育児を協力して行うための啓発にも効果的だと思う
ので、多くの方に興味を持って参加いただけるよう、賞や賞品に工夫
をした方が良いと思います。
○「はばたき」の紙面を工夫して、若い人も興味を持てるようにした
り、内容を充実させることを期待します。
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課等名 事業名 事業説明

教育支援課 教職員研修の充実
教える側の男女共同参画意識の向上のた
めに、教職員対象の男女共同参画講座を
実施します。

　①人権意識向上に向けた学習機会の提供

市民活動推進課

人権講演会の開催
人権意識の向上を図るため、人権講演会
や人権教室を開催します。

教育支援課

　施策の方向（２）　　子どもたちにとっての男女平等教育

基本方針１　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

【人権教育担当者会議】年１回開催（５月
23日）参加者：19人　文部科学省通知につ
いて共通理解を図ることができました。

人権教育担当者会議を開催し、各学校の
指導計画、実施状況について情報交換す
るとともに、男女平等の視点から指導に
ついて協議します。性的マイノリティな
ど今日的な人権課題について、参加体験
型学習の形式で実施し、理解を深めま
す。
【人権教育担当者会議】年１回開催（５
月22日）

各校で実践できるアクティビィティの紹介
が時間の関係で十分にできなませんでし
た。

人権啓発講演会「いじめにあって いじめ
に克つ」を開催し、170名の方が参加しま
した。
柏ヶ谷中学校で人権教室を開催し、２年生
209名に対し啓発活動を行いました。

市民向けに広く人権意識の啓発をするた
めに、講演会を開催します。また、平成
30年度からの小学校での人権教室実施に
向けて研究を行います。
【講演会】
　年１回開催、参加者目標170名
【人権教室】
小学校での開催内容研究

さまざまな人権課題がある中で、多くの方
に参加していただけるよう、テーマや内容
を検討する必要があります。
人権教室は平成30年度から小学校をまわり
始めるので実施方法等を検討します。

【人権教育研修会】年1回開催（7月21
日）、受講者数：75人、講師非常利活動法
人Ｒｅｂｉｔ理事山下昴氏

「人権教育研修会」にて、男女平等教育
の推進」を図るアクティビィティを交え
て、講演会を実施します。
【人権教育研修会】年１回開催（７月31
日）、受講者数目標：80人

人権担当者以外の参加が前年度より増加し
たものの、多くの学校は担当者だけの参加
でした。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（２）　　子どもたちにとっての男女平等教育

基本方針１　　男女共同参画社会実現のための意識づくり

行政推進会議
コメント

○男女共同参画の意識付けにおいて、小学生からの教育は重要と考えま
す。そのためには教職員が男女共同参画の意識を高く持つことが必要な
ので、意識のボトムアップが可能な環境づくりをすると共に、教材が更
に有効活用される施策を期待します。
○人権意識向上に向けた学習機会の提供は、関係者以外の方が多く参加
してしてもらえるよう、講演内容やＰＲ方法に工夫が必要だと思いま
す。
○人権教室の30年度からの小学校まわりは、素晴らしい取り組みだと思
います。
○男女平等教育の充実のため、28年度の課題解決に取り組み、形式的な
ものにならいよう工夫していただきたいと思います。

教育支援課
男女平等の視点に基づいた生き
方指導の充実

生徒が固定的な性別役割分担意識にとら
われることなく、個性と適性に応じた将
来の生き方について学べるよう指導しま
す。

教育支援課
男女平等の視点に基づいた資料
の提供

男女共同参画の視点を取り入れた、学校
教育用資料を提供します。

　②男女平等教育の充実

教育支援課
人権教育の一環としての男女平
等教育

学校教育において、人権教育の一環とし
て男女平等教育を推進します。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○「初任者を含めた採用５年以内の教職員の人権理解を深める研修の
機会が必要」とありますが、若手だけにこだわらず、多くの世代の教
員に研修した方が良いのではないかと思います。
○男女共同参画や人権について学ぶには、幼少期から段階的に行う程
効果的ですので、小中学校での教育を是非継続してほしいと考えま
す。

学校によっては、性的マイノリィティに関する
授業の中で、生徒に対し性別にとらわれない生
き方やかかわり方について扱いました。

各校で研修会等を実施し、学校教育活動
全般において指導を行います。そのため
にも人権教育研修会や担当者会議を通し
て、各学校への普及を広めていきます。学校教育全般で指導できるよう教職員への

啓発が必要です。

【配布資料】
・ワークシートプログラム集約
・人権啓発ポスター
・「子どもの権利条約ガイドブック」海老
名版
（対象：全小学4年と中学1年生）

人権教育担当者会議において、国や県か
らの資料や情報を提供していくととも
に、ワークシートプログラム集の活用方
法についてアクティビィティを通して周
知していきます。

ワークシートプログラム集が学校現場で十
分に活用されていないこと。

各校とも、道徳、各教科等だけでなく、学
校教育全般において、指導を行いました。

各校で研修会を実施し、学校教育活動全
般において指導を行います。

初任者を含めた採用５年以内の教職員の人
権理解を深める研修等の機会が必要です。
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課等名 事業名 事業説明

行政推進会議
コメント

○女性の社会進出が推進されることで、企業にとっては男性中心・長時
間労働が当たり前だった従来の体制に多様性をもたらし、組織力の強化
や働き方改革につながります。また、働く女性個人にとっても、本人の
みならずその家族などの生活の質の向上につなげることができます。女
性の社会進出をサポートする各種事業のほか、ロールモデルを紹介する
ことで、企業や個人に向けた啓発を今後も継続して実施してください。
○女性のリーダーに特化した研修が実施されなかったことは、残念で
す。リーダー研修開催が単独で難しいのであれば、他の研修内容にいれ
るなど、方法を変えて取り組まれることを望みます。

市民活動推進課 女性リーダー研修の実施
企業の方針決定の場で活躍できる女性の
人材を育成するためのマネジメントセミ
ナー等を実施します。

　②女性のキャリアサポート

市民活動推進課 女性のキャリアサポート事業

就職・再就職・起業等、就業を希望する
女性に対し、一人ひとりのニーズに合わ
せた相談、カウンセリング等の就業支援
をNPOと共同で実施します。

市民活動推進課 人材の情報提供
男女共同参画の視点に立って活動してい
る女性の活動・活躍状況を啓発紙等で紹
介します。

　①女性の人材育成のための事業の充実

市民活動推進課
女性のエンパワーメントの促進
と人材育成

女性の社会進出が進むよう、講座・講演
会等を通じて女性のエンパワーメントを
進め、人材の育成に努めます。

　施策の方向（１）　　女性の人材育成

基本方針２　　様々な分野における男女共同参画の推進
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○女性限定の講座を開催しているが、参加は男女で良いのではないで
しょうか。
○ＬＧＢＴのこともあるので、今後は性別限定で開催するのは厳しい
かもしれず、検討する必要があると考えます。

働く女性の活躍を支援するため、県の管理
職育成講座を市ホームページで紹介した。
全２回のエンパワーメント講座「女性の輝
き応援塾」を開催し、女性が能力と意識を
高め、力を発揮する方法を伝えました。

男女共同参画講座の中で、マネジメント
に結びつける内容を取り入れます。

女性リーダーに特化した講座を開催するこ
とができませんでした。

キャリアカウンセラーとハローワーク職員
を講師に、キャリアサポートセミナー「女
性の再就職大作戦」を開催しました。のべ
22名参加。

再就職支援セミナーと直接就労につなが
るハローワークのセミナーを２回連続で
開催し、より就労に結びつけられる事業
を実施します。
【講座】２回連続講座、のべ40名

講座のアンケートを参考に市民のニーズに
合った講座の開催し、できるだけ多くの方
に参加していただくこと。

男女共同参画推進事業所の視察を行った
際、女性のストアリーダーにインタビュー
し、その日のスタッフでカバーし合えるよ
うなシフト作りを行う等、工夫している点
を伺い、情報紙で紹介しました。

男女共同参画推進員と男女共同参画推進
事業所を訪問し、情報紙「はばたき」で
取組を紹介します。
【事業所訪問】１社

女性が活躍する事業所の発掘。

女性の社会進出を後押しするため、全２回
のエンパワーメント講座「女性の輝き応援
塾　～ひとりひとりのちがいを力に変える
ために～」を開催し、女性が能力と意識を
高め、力を発揮する方法を伝えました。の
べ42名参加。

引き続きエンパワーメント講座を開催
し、多くの女性の活躍をバックアップし
ます。
【講座】２回連続講座、のべ60名

講座の内容を明確にし、より多くの方に参
加していただくこと。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　②防災分野における男女共同参画の推進

危機管理課 防災分野への女性の参画
防災講演会等に男女共同参画の視点も盛
り込み、実施します。

農政課 女性農業者グループ育成事業
女性の農業経営への参加意欲の向上や組
織強化を図るため、女性農業者育成活動
への支援を行います。

　①地域における女性の参画推進

市民活動推進課
地域活動団体等の役員への女性
登用の促進

ＰＴＡ・自治会などの地域団体や商工団
体等、地域における多様な政策・方針決
定過程への女性の参画拡大を図るべく啓
発を行います。

　施策の方向（２）　　意思決定過程への女性の積極的な参画

基本方針２　　様々な分野における男女共同参画の推進
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

平成28年熊本地震を実体験された教訓から
自助・共助・公助における全般的な教訓を
テーマに講演したため、男女共同参画に特
化した視点を盛り込むことができませんで
した。
職員向け１回開催　参加者数121人
市民向け１回開催　参加者数197人

防災意識の普及啓発となる防災講演会を
男女共同参画の視点を盛り込んで実施
し、家庭や地域における更なる意識の向
上を図ります。

開催数１回　参加者数200人程度講演内容に男女共同参画の視点を盛り込ん
でいただけるよう講師と調整する必要があ
ります。

女性農業者育成活動により、女性農業者相
互の連携が深まり、女性農業者の地位向上
を目指した女性農業者グループの組織力が
高まりました。併せて、消費者との交流に
より、市内農業への理解を深めることがで
きました。

３事業実施
女性農業者の経営意欲促進のための３つ
の事業（視察研修会、小物作り講習会、
地場産野菜を使用した料理講習会）を実
施するＪＡさがみさわやか倶楽部海老名
地区への支援を行います。

特になし。

女性のためのエンパワーメント講座で、女
性の地域活動参加につながる内容を啓発す
ることができました。 引き続きエンパワーメント講座を開催

し、女性の活躍をバックアップします。
【講座】２回連続講座、のべ60名女性の参画拡大に特化した啓発を行うこと

ができませんでした。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（２）　　意思決定過程への女性の積極的な参画

基本方針２　　様々な分野における男女共同参画の推進

予防課 女性防火推進員の活躍支援
海老名市女性防火推進員の防火・防災に
関する研修会や訓練等の事業を実施しま
す。

危機管理課 地域防災計画の見直し
避難所マニュアル等の作成において、男
女共同参画の視点も盛り込みます。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

全体会議参加者46名、研修会参加者39名、
防火防災座談会参加者48名、視察研修参加
者36名、えびな安全安心フェスティバル参
加者43名、秋季火災予防運動参加者46名、
出初式51名、春季火災運動予防参加者45
名、その他自治会単位で行われた訓練や避
難所開設訓練等に参加し地域の防火防災思
想の普及啓発に尽力することが出来まし
た。

４月：推進員全体会議、５月：研修会
（普通救命講習）、６月：防火防災座談
会、７月：視察研修、10月：えびな安全
安心フェスティバル、11月：秋季火災予
防運動、１月：出初式、３月：春季火災
予防運動等　その他自治会、地域単位で
実施する自主防災訓練や避難所開設訓練
に参加予定。

各地域で行われる防火防災に関する行事へ
の更なる参加が求められています。所属地
域だけでなく全体で行う行事へ参加する機
会を増やしていくことが今後の課題と考え
ます。これからもも女性防火推進員の存在
を市民にアピールして行きたいと考えてい
ます。

既に男女双方の視点を盛り込んだ避難所運
営マニュアルとなっているため、更なる男
女双方の視点について調査研究を行いまし
た。

避難所運営委員会のメンバーや委員会会
議に女性が参加することを必須とする内
容を避難所運営マニュアルに盛り込み、
避難所生活ルール等に女性視点が盛り込
まれる環境づくりができるように修正等
を行います。
修正
　海老名市避難所運営マニュアル１
　施設別避難所運営マニュアル　36
作成
　施設別避難所運営マニュアル　２
　福祉避難所マニュアル　　　　２
　一時滞在所マニュアル　　　　１

既に男女双方の視点が盛り込まれているこ
とや実際に災害を経験したことがないこと
から、新たな女性視点の意見が出ない状況
であるため、事例を付与し、意見を吸い上
げる必要性があります。
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（２）　　意思決定過程への女性の積極的な参画

基本方針２　　様々な分野における男女共同参画の推進

行政推進会議
コメント

○ダイバーシティ（多様性）の重要性は、企業に限ったものではなく、
すべての組織に当てはまる。組織の活性化のためには、組織のマイノリ
ティの占める割合が30％は必要であるとの考え方もあり、意見の偏りを
防ぐためにも取り組むべき課題である。審議会の女性登用については、
専門性が問われる審議会もあることから目標達成の難しさは伺えるが、
他の組織のロールモデルとなるべく、まずは30％を目指してほしい。
○防災分野においては、避難所運営マニュアルに女性の視点が盛り込ま
れており評価できますが、女性防火推進員の活躍の認知度が低いように
思います。活躍の様子を広報等で周知し、認知度が上がることを期待し
ます。

市民活動推進課
審議会等における女性登用の実
態調査の実施

現状を把握するための実態調査を毎年行
い、改善につなげます。

　③審議会等への女性登用の推進

市民活動推進課
審議会等委員への女性の参画推
進

男女の意見を政策形成の場へ反映させる
ため、審議会等の委員構成において、男
女いずれか一方の性に偏ることがないよ
う配慮します。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○市からＪＡさがみ等に委託しているものがあると思いますが、「市
の課題はなし」とか「農政分野には男女共同参画は関係ない」と考え
ず、農政分野でも男女共同参画の視点を忘れず、新しい施策を考える
等、より男女共同参画が進むようにしていただきたいと思います。
○女性農業従事者の活動は以前より活性化し、かなり自由になってき
ており、社会参加も進んできていますが、実情は家庭によるので女性
農業従事者への支援を検討いただけたらと思います。
○審議会の女性の割合が減少しているので、できる限り女性の委員を
選出していただくよう、対策を考えていただきたいと思います。

年に１回調査を実施
平成28年５月１日時点で26.9％でした。

調査実施時や委員改選のタイミング等に
女性登用について周知し、目標に近付け
るように働きかけます。

平成27年５月１日時点の調査から0.8ポイ
ント減ってしまい、平成31年度までに女性
登用の割合を34％とする目標にはまだ遠い
こと。

庁内組織である男女共同参画行政推進会議
で各審議会等における委員の男女比を伝
え、委員変更時には、配慮するように依頼
しました。

男女の意見を政策形成の場へ反映させる
ため、いずれか一方の性に偏ることがな
いよう、男女共同参画行政推進会議や改
選等、通知する時期を考慮しながら働き
かけます。審議会の性質上、どちらかの性別に偏りや

すいものがあるため、配慮が必要。
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課等名 事業名 事業説明

市民活動推進課
「女性の活躍推進事業所」の表
彰

女性の能力を活用し、男女が共に働きや
すい職場環境づくりを積極的に進めてい
る市内事業所を表彰します。

市民活動推進課
男女共同参画推進事業所の視
察・情報提供【再掲】

男女共同参画の推進（家庭と仕事の両立
支援や男女平等の職場づくり）等に積極
的な事業所を訪問し、啓発紙等でPRしま
す。

　①ワーク・ライフ・バランスの啓発

市民活動推進課
ワーク・ライフ・バランスの啓
発資料の作成、啓発

ワーク・ライフ・バランスの必要性を示
すとともに、企業においては長時間労働
の見直しや育児休業制度が定着するよ
う、啓発を行います。

　施策の方向（１）　　働き方・働かせ方の改善

基本方針３　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

事業所表彰を実施し、２社を表彰しまし
た。

女性の活躍推進事業所の表彰を実施しま
す。
５年間で10社の目標を達成するため、広
報等で事業所に応募を呼びかけます。
【表彰事業所数】
２社（アツギ(株)、(社福)中心会）

女性の活躍推進事業所の発掘

アカチャンホンポ ららぽーと海老名店を
訪問し、女性のストアリーダーや子育て中
の職員にインタビューを行い、視察の結果
を情報紙「はばたき」に掲載しました。

男女共同参画の推進に取り組む事業所が
増えるよう、男女共同参画を推進してい
る事業所を視察し、その事例を情報紙
「はばたき」で紹介します。
【事業所視察】年１回
【情報紙「はばたき」】年１回掲載男女共同参画を推進している事業所の発掘

情報紙「はばたき」にワーク・ライフ・バ
ランスに関する記事を掲載し、自治会回覧
や商工会議所への配布、市ホームページの
掲載を行いました。

男女共同参画週間中にワーク・ライフ・
バランスの浸透度を街頭インタビュー
し、その結果を情報紙「はばたき」に掲
載し、啓発します。
また、職員向けに情報紙を発行します。

できるだけ多くの方に情報紙「はばたき」
を読んでいただけるよう、広報の方法を工
夫します。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（１）　　働き方・働かせ方の改善

基本方針３　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

行政推進会議
コメント

○女性の活躍推進事業所の表彰について、目標どおりに年間２社表彰を
行っているが、目標を上回るように更なる推進を望みます。
○ワークバランスセミナーの参加者が、減少していますので、要因等を
分析し、参加者の増加に結び付けるよう望みます。
○情報誌「はばたき」をどこまで見ていただけるか疑問です。市広報な
どで広く周知できると他事業所にも効果があると思います。
○本人の知識も必要ですが、事業者側の理解と職場環境が求められま
す。事業者への周知も工夫を望みます。

市民活動推進課
ワーク・ライフ・バランスセミ
ナーの開催

ワーク・ライフ・バランスの促進のた
め、セミナーを開催します。

市民活動推進課
女性のキャリアサポート事業
【再掲】

就職・再就職・起業等、就業を希望する
女性に対し、一人ひとりのニーズに合わ
せた相談、カウンセリング等の就業支援
をNPOと共同で実施します。

　②仕事と家庭の両立支援等の推進

商工課 労働講座の開催

男女雇用機会均等法の趣旨を踏まえ、法
の周知徹底を図るとともに、男女ともに
能力を発揮できるよう労働講座を開催し
ます。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○ワーク・ライフ・バランスはトップの意識の影響が大きいと思いま
す。男女共同参画講演会を開催するならば、例えば、イクボスに力を
入れている企業の社長の話を聞く等も良いと思います。
○日本は労働生産性が低いですが、ワーク・ライフ・バランスを整え
ると労働生産性が上がるというデータもあります。ワーク・ライフ・
バランスは、男性だけでなく女性にも啓発すべきことなので、セミ
ナーは男性限定しない方が良いのではないかと思います。

男性を対象に「ワーク・ライフ・バランス
講座　男性の働き方改革応援塾」を開催
し、のべ13名の方が参加しました。 一般市民向け男性を中心の講座を開催

し、仕事、家庭、地域での生活をバラン
ス良く過ごしていただけるよう啓発しま
す。
【講座】２回連続講座、のべ40名

参加した方には好評でしたが、参加者が少
なかったため、参加したいと思えるような
講座や、開催時期を検討する必要がありま
す。

キャリアカウンセラーとハローワーク職員
を講師に、キャリアサポートセミナー「女
性の再就職大作戦」を開催しました。のべ
22名参加。

再就職支援セミナーと直接就労につなが
るハローワークのセミナーを２回連続で
開催し、より就労に結びつけられる事業
を実施します。
【講座】２回連続講座、のべ40名

講座のアンケートを参考に市民のニーズに
合った講座の開催し、できるだけ多くの方
に参加していただくこと。

県と共催して労働講座を２回開催
○１回目＜テーマ＞「働くときの自分を守
る法律知識」（参加者32名）
○２回目＜テーマ＞「多様な働き方をめぐ
る労働法」（参加者30名）

法律によって定められた労働における男
女の均等などの知識を提供するため、神
奈川県と共催で労働講座を開催します。

（目標値）年２回労働講座の開催。
多くの方に参加してもらうよう引き続き本
事業のさらなる周知を図り、労働における
男女の平等に、より焦点を当てた講座を県
と検討していくことが今後の課題と考えら
れます。
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課等名 事業名 事業説明

子育て相談課 子育て支援センター事業の充実

育児相談を実施するほか、育児情報の提
供、子育てサークルや地域子育て支援拠
点事業を促進する子育て支援センター事
業を実施します。

　②子育て支援及び高齢者や障がい者の福祉サービスの充実

子育て支援課
子育て相談課

多様なニーズに対応した保育
サービスの充実

保育ニーズの多様化に対応するため、休
日保育、延長保育、病児・病後児保育、
預かり保育を「海老名市子ども・子育て
支援事業計画」に基づき実施します。

高齢介護課 介護老人福祉施設等の整備促進

高齢化が急速に進行し、在宅での介護が
困難な高齢者の増加が見込まれるため、
介護老人福祉施設等の整備を「えびな高
齢者プラン21」に基づき実施します。

　①保育所・老人福祉施設等の施設整備の促進

子育て支援課 保育所の整備等促進

待機児童を解消するとともに、多様な保
育ニーズに対応するため、保育所の整備
等を「海老名市子ども・子育て支援事業
計画」に基づき実施します。

　施策の方向（２）　　仕事と子育て・介護の両立

基本方針３　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

子育てサークル…32団体の活動支援
サロン等の参加人数…のべ30,000人
育児相談についてはサロン開催時間内や、
来所、電話など相談しやすい形で対応…
2,170件

子育て支援センターの地域密着型セン
ターとして、センターから遠距離で、利
用率の低い市内３か所に地域版子育て支
援センターを常設することで、身近な地
域でいつでも遊ぶことができ、親同士や
地域団体との交流ができる場所を提供し
ます。

平成29年度は東部地区(東柏ケ谷地区）に
設置目標

発達の気になるお子さんなどについては、
臨床心理士を招き、相談できる体制として
います。若年層の親向けにメールによる情
報提供なども検討していきます。
身近な地域でいつでも遊ぶことができ、親
同士が交流することができる場所の整備が
求められています。

国庫補助を活用し、保護者の就労中にも対
応できる緊急一時預かり事業を開始しまし
た。

病児保育については、実施に向け、研究
を進めます。
延長保育・一時預かりについては、今年
度新設する保育園２園で実施できるよう
調整を図り、保護者のニーズにこたえま
す。

病児保育については、医師会等と調整しま
したが、実施に至りませんでした。

平成28年度月平均利用者数
425名

特別養護老人ホームの１施設開設に向
け、平成29年度中に事業者の選定を実施
します。
（公募については平成28年度中に実施）

平成27年度に比べ多少の減はあるものの、
平成29年４月１日時点で155名と、依然多
くの入居待機者がいます。

平成29年４月に小規模保育施設１園（定員
19名）を開所させることができました。

前年度からの繰り越し事業となっている
認可保育所２園（定員計150名）の整備を
進め、早期の開所を図ります。
また、年度内に小規模保育施設１園（定
員19名）、来春に認可保育所２園（定員
計110名）の開所に向け、民間事業者の支
援を図ります。

平成29年４月に開所予定だった認可保育所
２園については、開所が翌年度にずれ込ん
でしまいました。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（２）　　仕事と子育て・介護の両立

基本方針３　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

障がい福祉課
障がい者と障がい者の家族の支
援

移動支援や日中一時支援等、障がい者と
障がい者の家族を支援する事業を「海老
名市障がい者福祉計画」に基づき実施し
ます。

高齢介護課 介護保険サービスの充実
訪問介護、デイサービス事業、短期入所
事業等を「えびな高齢者プラン21」に基
づき実施します。

学び支援課
児童健全育成対策事業（学童保
育）の充実

小学校区全てに設置された学童保育施設
に対し、環境整備等の充実を図ります。

学び支援課
あそびっ子クラブ・まなびっ子
クラブの実施

小学校の体育館やグラウンド、余裕教室
等を活用した遊びの場・学びの場を提供
することで、放課後の活動支援・学習支
援を行います。

子育て相談課
ファミリーサポートセンター事
業の充実

育児援助活動の調整や会員の研修、会員
間の交流を行います。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

移動支援や日中一時支援等のサービスを通
じて、障がい者とその家族の支援を図るこ
とができました。 サービス提供見込

【移動支援】　　 1,668人  15,012時間
【日中一時支援】　23箇所　　 1,981件引き続き、サービス提供の事業所の登録拡

大に努め、サービスの充実を図ります。

訪問介護　136,890回
通所介護　108,792回
短期入所　 40,370回
※えびな高齢者プラン21（第6期）より

短期入所に関して、夏休みや年末年始など
特定の日に利用が集中するため、希望日に
利用できない場合があります。

平成28年度利用回数
訪問介護　118,390回
通所介護　137,840回
短期入所　 34,389日

補助金額を前年度より引き上げ、市内37ヶ
所すべての学童保育クラブに対して交付し
ました。

市内学童保育施設（民営）に補助金を交
付することで環境充実を図ります。学童保育運営に十分な補助ができているか

今後検証し、状況に応じてさらなる拡充を
行う必要があると思われます。

市内小学校13校で年間を通じて実施。
あそびっ子クラブ　延日数2,057日延人数
72,489人
まなびっ子クラブ　延日数274日　延人数
3,049人

目標参加人数（延人数）
あそびっ子クラブ　75,000人
まなびっ子クラブ　 3,500人とする。
あそびっ子、まなびっ子もパートナーの
意見を聞きつつ、学校でよりよい周知を
図ってもらい、参加を広げていきます。

まなびっ子クラブは子どもたちにとってよ
り学びたくなる環境を整備しつつ、開催日
数を増やすことが課題です。

登録会員数（年）1,079人
活動件数（年）のべ2,342件

利用者のニーズに対応するための援助会
員の増員を目標に高齢者の陽だまりサロ
ンや、活動サークルを対象とした周知に
重点をおきます。

活動件数（年）のべ2,500件

援助会員の確保が重要課題になっているた
め、各種団体などにＰＲの協力を依頼して
確保に努める必要があります。
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（２）　　仕事と子育て・介護の両立

基本方針３　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

行政推進会議
コメント

○待機児童の解消や多様な保育ニーズへの対応は、解決するべき重要な
課題であると考えます。新たな小規模保育園を開設できたことは、一定
の成果であると認められますが、開所予定の認可保育園が繰越となった
ことについて、入園できなかった方々へのフォローを望みます。今後も
引き続き、課題の解決に向け、努力していただきたいと思います。
○緊急一時預かり事業については、子育てに対する不安を解消するため
には評価の高い事業です。今後もニーズは高いと思われるため、益々の
拡大、充実を望みます。
○各種支援事業については、事業規模の拡大やサービス内容の充実など
の課題が多岐に渡ると考えます。これらの課題解決に向け、関係団体や
援助会員等との調整はもとより、これらの方々へのサポート体制の整備
についても必要ではないかと思います。
○依然として多くの入居待機者がいることから、引き続き「えびな高齢
者プラン21」に基づいた事業を実施していただきたいと思います。
○介護サービスの短期入所について、介護人の心身の健康に留意して、
希望日に利用ができる様に検討、改善を要望します。

子育て支援課 ひとり親家庭への就業支援

母(父)子家庭の母(父)を対象とした就業
相談を行います。職業能力開発等の資格
の取得にあたっては、受講料の一部支援
や生活費の助成を行います。

　③ひとり親家庭への支援

子育て支援課
ひとり親家庭の自立に向けた経
済的支援

ひとり親家庭の自立支援のため、母(父)
子等に対して福祉資金の貸付や医療費の
助成等様々な支援を行います。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○介護老人福祉施設等の整備促進について、新しい施設が出来るのも
良いことですが、働き手を増やす必要があります。平成28年度見学さ
せていただいた社会福祉法人は、女性が働きやすいよう様々な工夫が
なされていましたが、それだけ工夫しているのにも関わらず職員が不
足しており、それゆえに空き部屋が出来てしまっていました。施設そ
のものを増やすことも必要ですが、働き手を確保することが早急の課
題だと思います。

就労に関して、205件の相談業務を受け付
けました。また、ハローワークと連携し、
６名を新規就労に繋げることができまし
た。

雇用保険加入者へは、母子父子家庭等自
立支援教育訓練給付金と雇用保険法によ
る一般教育訓練給付との差額分を支給す
ることとし、さらなるひとり親家庭の支
援に取り組みます。

※一般教育訓練給付　受講費用の20％支
給
　母子自立支援給付金　受講費用の60％
支給
　→　差額40％を支給できるようにしま
す。

雇用保険加入者は母子家庭等自立支援教育
訓練給付金の支給対象外であること。

医療費の助成をはじめ、福祉資金の貸付や
住宅家賃の補助等を行うことによりひとり
親家庭の自立支援に寄与することができま
した。

住宅家賃の補助については、対象者や補
助額等を現在の状況に合ったものに見直
します。また、ひとり親家庭の医療費助
成等を継続し、経済的な支援を図りま
す。住宅家賃の補助内容が、現在の状況と合わ

なくなってきていること。
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課等名 事業名 事業説明

行政推進会議
コメント

○男性のみの参加はハードルが高いと思われるので、夫婦が一緒に参加
できるプログラム等で、家事や育児の参加を男性に共感・共有してもら
えるよう工夫されることを期待します。
○男性の育児参加は、いろいろとメリットを生み出すものになるので、
講座の開催はもとより、様々な方法により育児参加の促進の充実を望み
ます。

子育て相談課 男性の育児参加の促進
男性の育児への係わりを深めるため、両
親教室等への父親の参加を呼びかけ、啓
発活動等を実施します。

市民活動推進課
男性の家事・地域活動への参加
の促進

男性の固定的な性別役割分担意識の変化
を促すため、家事や地域活動への参加を
推奨する男性向け講座等を開催します。

　施策の方向（３）　　男性にとっての男女共同参画

基本方針３　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
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成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○男性の家事・地域活動への参加の促進について、男女共同参画講演
会は126名の方が参加したようですが、もっと若い人が参加するような
講演会を開催できると良いと思います。
○親子が一緒に参加できるものがあると良いと思います。
○ワーク・ライフ・バランスを実現するために、企業が工夫している
ことを聞く機会を設け、多くの企業でワーク・ライフ・バランス研修
が行われて、働きやすい環境づくりが進むことを望みます。
○女性の活躍推進事業所を表彰していますが、表彰されたことによっ
てプラスになったという話を聞きました。良い取り組みなので、是非
広がることを希望します。

父親向けの育児講座でもある「すくすく広
場」を土曜日に実施し、父親が参加しやす
いような環境整備を行います。また、広報
等で父親の参加を促します。

父親の参加を促すため、土曜日に両親対
象としたすくすく広場や父子対象の体操
の講座を開催する。また、広報等を通じ
て父親の参加を啓発します。
パパと体操講座（25組50名）
すくすく広場土曜日開催　父親参加率25%

開催日や、時間帯、関心の高いテーマ、参
加しやすいものなど、父親が参加しやすい
プログラムの研究。

男女共同参画講演会は「心地いい家族のカ
タチ」をテーマに家事ジャーナリストの山
田亮氏に依頼して実施し、126名の方が参
加しました。

ワーク・ライフ・バランスをテーマに、
男性を中心にした講座を開催します。
【講座】２回連続講座、のべ60名

より多くの男性参加を促す内容の検討。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　②ＤＶ被害者に対する相談・安全確保の充実

地域づくり課 相談員及び職員の資質の向上
女性相談員や相談業務に関わる職員の資
質向上を図るため、研修会等に派遣しま
す。

市民活動推進課
ＤＶ気づき講座、デートＤＶ防
止啓発講座の実施

ＤＶに対する正しい認識を身につけるた
めの講座（ＤＶ気づき講座）や、若い世
代への啓発促進を目的とするデートＤＶ
防止講座を実施します。

　①ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)・デートＤＶ防止に向けた啓発活動の充実

市民活動推進課

「第２次男女共同参画プラン」
実施状況報告兼事業計画書

ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)に
対する正しい認識を広めるため、広報や
啓発紙により周知します。

地域づくり課

　施策の方向（１）　　配偶者等からの暴力の根絶

基本方針４　　異性に対する暴力の根絶と人権の尊重
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

女性相談員が神奈川県都市婦人業務研究会
会長として研修を３回開催し、県等が主催
する研修に３回参加しました。また、職員
も研修会等に６回参加して情報収集に努め
ました。

ＤＶ担当者研修・会議等にＤＶ・女性相
談担当者だけではなく、他の係員も必ず
年に1回以上は参加し、係内での意識と知
識の向上をめざします。今後相談はますます多種多様になると思わ

れるため、事例研究をたくさん重ねる必要
があり、それを担当係内で共有する必要が
あります。

次年度の開催に向けた検討を行いました。
協賛や共催も含めてＤＶに関する正しい
認識の啓発とＤＶの防止を呼びかけま
す。事業の周知や工夫をしながら、若い世代や

男性へ啓発を行う必要があります。

情報紙「はばたき」の発行や、公共施設の
女性トイレに県と市民団体のパンフレット
を配架しました。 相談業務を行っている地域づくり課と連

携し、正しい認識を広めるための啓発活
動に取り組みます。中高生を中心に被害が増えているデートＤ

Ｖに対する正しい知識の啓発。

広報えびなに毎月ＤＶ相談の案内を掲載し
ました。
相談カードを庁内女子トイレ、総合病院案
内カウンターに設置したり、総合病院職員
へ、ＤＶについての現状を講義しました。

広報えびなに毎月ＤＶ相談窓口の案内を
掲載します。
市民活動推進課の啓発講座の一助をしま
す。
・広報えびな：毎月15日号掲載

より多くの方に啓発する方法の検討。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（１）　　配偶者等からの暴力の根絶

基本方針４　　異性に対する暴力の根絶と人権の尊重

　③被害者への自立支援の充実

地域づくり課 被害者の立場に立った自立支援
各種窓口で被害者本人による手続きが必
要な場合には、必要に応じ相談員や職員
が協力します。

地域づくり課 提案・苦情への対応
配偶者暴力の防止や被害者支援に関する
市民からの提案、被害者からの苦情の申
立に対し、適切に対応します。

地域づくり課 関係機関との連携強化
相談内容に応じた適切な対応ができるよ
う、関係機関との連携を強め、情報の共
有化に努めます。

地域づくり課
ＤＶ被害者の総合対策の推進
（相談・緊急一時保護・自立支
援）

ＤＶ防止法に基づき、配偶者等からの暴
力被害者を迅速かつ適切に支援するた
め、相談・一時保護、自立支援を実施し
ます。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

住民登録の異動手続きや住民票の請求につ
いて、必要に応じて支援を行いました。

各種窓口で被害者本人による手続きが必
要な場合には、必要に応じて相談員や職
員が協力します。
また、各課等と十分な連携を図り、適切
な事務処理を行います。

相談員や職員の、庁内における手続きに対
する最新の知識が求められること。

提案、苦情はとくになく、問題なく対応で
きました。 市民からの提案、被害者からの苦情の申

立に対し、適切に対応します。支援相談
の活用を図ります。

特にありません。

庁内の関係各課の担当者を集め、ＤＶ防止
及び被害者支援連絡会議を１回から２回に
回数を増して開催しました。

ＤＶ防止及び被害者支援連絡会議を開催
します。（年２回以上）

新規担当者のために、１回目はＤＶについ
ての説明や各課の事業の説明でとどまって
しまい、情報交換は手薄になるため、年２
回以上行い、情報の共有の向上を図る必要
があります。

ＤＶ相談159件、女性相談68件
一時保護ＤＶ0件、女性0件

ＤＶ・女性相談（月～金９：00～17：
00）や、一時保護・自立支援を、関係各
課と連携をとりながら随時実施します。

相談事業の啓発を図り、被害を聞き取り、
事故を未然に防ぐ必要があります。
また、内容が公表できないこともあり、
個々の施設等の入所可否についての時点情
報が各施設等に電話確認しないとわからな
いため、施設の選定に苦労しています。
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（１）　　配偶者等からの暴力の根絶

基本方針４　　異性に対する暴力の根絶と人権の尊重

行政推進会議
コメント

○小中学校は、ＤＶ、虐待、貧困等の今日的課題の早期発見や初期対応
におけるプラットホーム的役割があると考えます。庁内他課や関係諸機
関との連携を強化することで、これらの問題の世代間連鎖を断ち切るこ
とにも繋がると考えます。
○ＤＶ被害の未然防止のため、啓発活動に取り組んでいただいています
が、デートＤＶの被害が増えている状況から、若年層を中心に、家庭、
地域、学校などで、人権尊重の意識を高める教育を充実させる必要があ
ると考えます。
○ＤＶ被害者が生活を再建していくためには、心身の回復はもとより、
就労や住宅支援など様々な課題があります。被害者の意思を尊重しなが
ら、更なる総合的・継続的な支援の充実を期待します。

福祉総務課

経済的な支援

経済的自立と生活意欲の助長を図るた
め、福祉資金の貸付や医療費の助成を行
うほか、生活保護制度の活用も考慮しま
す。

子育て支援課

子育て支援課 就労の支援
就業相談を行い、職業能力開発等の資格
の取得にあたっては、受講料の一部支援
や生活費の助成を行います。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○ＤＶ気づき講座、デートＤＶ防止啓発講座については、予防が大切
という意見も過去の協議会で出されていますし、是非開催してくださ
い。

ＤＶ保護を理由とした生活保護受給は０件
でしたが、他市からの移管は２件ありまし
た。 経済的自立を図るため、生活保護制度の

活用の他、就労支援を図ります。シェルターとの調整や住居探し等、他機関
との連携を引き続き強化していく必要があ
ります。

福祉資金の貸付をはじめとして、生活面で
の不安、就労に関する相談を行うことによ
り、ひとり親家庭の自立支援に寄与するこ
とができました。

母子父子自立支援員が、福祉資金の貸し
付けや就労に関し、適切な相談を行いま
す。
※母子父子自立支援員の配置　１名福祉資金を借り受けた方の返済が滞る場合

があること。

就労に関して、205件の相談業務を受け付
けました。また、ハローワークと連携し、
６名を新規就労に繋げることができまし
た。

雇用保険加入者へは、母子父子家庭等自
立支援教育訓練給付金と雇用保険法によ
る一般教育訓練給付との差額分を支給す
ることとし、さらなるひとり親家庭の支
援に取り組みます。

※一般教育訓練給付　受講費用の20％支
給
　母子自立支援給付金　受講費用の60％
支給
　→　差額40％を支給できるようにしま
す

雇用保険加入者は母子家庭等自立支援教育
訓練給付金の支給対象外であること。
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課等名 事業名 事業説明

行政推進会議
コメント

○情報が氾濫し、悪意があるものも存在しており、真偽の見極めが誰に
とっても重要です。読み解く力、活用する能力、相互作用的コミュニ
ケーション能力について、各世代に対する普及・啓発を検討してみては
いかがでしょうか。
○有害環境浄化活動の促進では、調査をもとに、家庭、学校、地域によ
る積極的な活動が必要であり、関係者に理解・協力をもとめた活動へと
ステップアップすることを望みます。
○セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントともに正しく理解
することが大切です。個々の意識と行動に働きかける必要があるため社
会全体への啓発や研修の継続が大切です。

市民活動推進課
マタニティ・ハラスメントによ
る離職防止の啓発

マタニティ・ハラスメントによる女性従
業員の離職が起きないよう、優良企業の
紹介等の啓発を行います。

　②セクシュアル・ハラスメント等防止対策の推進

市民活動推進課
セクシュアル・ハラスメント防
止のための啓発

セクシュアル･ハラスメントを防止する
ため、啓発紙を発行します。

教育支援課 有害環境浄化活動の促進

青少年によるインターネット上からの有
害情報の閲覧等を防ぐため、フィルタリ
ングをかけるよう保護者等へ周知、啓発
します。また、書店等に対しての有害図
書の実態調査なども行います。

　①メディア・リテラシーの向上

市民活動推進課
メディア・リテラシー講座の開
催と啓発

メディアによってもたらされる情報を読
み解く力を高める講座を開催します。

　施策の方向（２）　　異性に対する暴力の防止と人権の尊重

基本方針４　　異性に対する暴力の根絶と人権の尊重
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○メディアリテラシーについて、保護者向けの対策も必要です。情報
紙「はばたき」だけではなく、もっと周知する方法を検討してくださ
い。
○「はばたき」は情報量も内容の充実もたくさんの配信も必要だと思
います。
○年度毎に集中的に取り組むもの（メディアリテラシー等）を決め
て、１年で１つを多くの方に周知するというのもやり方の一つだと思
います。「はばたき」に順に掲載するのも一案です。
○男女共同参画に関連する用語のパンフレットを作成している自治体
もあるので、海老名市でも作成してはいかがでしょうか。
○意識や興味がないとパンフレットを手に取ってもらえないないの
で、それを工夫する必要があると思います。

職員研修で㈱アツギの取り組みの紹介を行
いました。

情報紙「はばたき」で啓発します。

職場環境の改善が図られるような周知方法
を充実させること。

神奈川県が作成する冊子を庁内に周知しま
した。

情報紙「はばたき」で啓発します。

県の冊子を周知するだけで、市で自発的な
啓発が出来ていないこと。

他機関等からの啓発資料、教育委員会だよ
り「えびなの教育」などを適宜活用し、周
知、啓発を図ることができました。

保護者への周知、啓発について、警察機
関と協力して実施します。
有害図書調査については、男女共同参画
の視点から、女性職員も同行し、女性目
線での実態把握を行います。

児童生徒だけでなく、保護者の理解や協力
を得るための工夫が必要。

情報紙「はばたき」でメディア・リテラ
シーについて周知しました。 平成27～31年度の計画期間内で１回以上

の開催を目標としているため、平成29年
度以降の開催に向け、方法等を検討しま
す。啓発は行いましたが、講座は開催できませ

んでした。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

健康づくり課 各種健康診査の実施
男性特有の前立腺がん、女性特有の子
宮がん・乳がん等の検診を実施し、早
期発見につなげます。

健康づくり課 両親教室の実施

母子健康教育として妊娠・出産・育児
について正しい知識の普及啓発を行
い、初めて母親、父親になる人に対し
ても妊娠中の不安を軽減し、安全な出
産・育児ができるように支援します。

健康づくり課 新生児訪問指導等の実施
母子の健康保持のため助産師や保健師
による家庭訪問を行います。

　①女性の健康相談や妊娠・出産への支援

健康づくり課 妊娠健康診査の実施
妊婦の健康診査や、健康相談を実施し
ます。

　施策の方向（３）　　男女の生涯を通じた健康支援

基本方針４　　異性に対する暴力の根絶と人権の尊重
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成
果

課
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成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

がん検診受診率向上には、勧奨・再勧奨が
有効ですが、国の助成等の対象が減ったこ
とにより、受診率の伸び悩みがありまし
た。しかし肺がんCT検査については、ＰＲ
の効果もあり受診率が向上しています。

集団検診（全20回）、個別検診を実施し
ます。
国のがん検診推進事業および市単独事業
として子宮頸がん、乳がんの無料クーポ
ン、胃、肺がんの無料受診券の配布を実
施します。
目標受診率15%

事業を継続することにより、がんの早期発
見及び早期治療につながることから、事業
の周知について一層の工夫を行い、受診率
向上及び受診行動の定着化を図ります。

第１子を迎える両親を対象に「すこやかマ
タニティスクール」３日間＊６コースを開
催。女性339人、男性69人、述べ408人参
加。終了後アンケートをとっているが、そ
の結果から、教室に対する満足度が高いこ
とがわかりました。

第１子を迎える両親を対象に「すこやか
マタニティスクール」３日間＊６コース
を開催します。

参加できない方には、個別の保健指導で対
応する必要があります。

妊産婦・新生児訪問実施：2,209件
訪問指導時に産後うつの早期発見のための
アンケートを実施し、継続支援が必要な人
の早期発見に努めました。 妊産婦・新生児訪問指導計画2,200件

全数訪問を実施するために、事業の周知が
必要。

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査費用補
助券交付。14回60,000円を助成。保健相談
センターでは妊娠届時に母子コーディネー
ター（助産師）が面接を行い、相談を実
施。本庁での妊娠届出者には、届出時のア
ンケート状況に応じて電話指導や訪問指導
を行うことで、妊娠期からの切れ目ない支
援を実施できました。

妊婦健康診査費用補助券交付は継続。母
子健康手帳交付時の面接、アンケートか
ら支援が必要な人の把握に努め、相談・
訪問指導を実施し、妊娠からの切れ目な
い支援を実施します。

妊婦健康診査費用は病院や地域によって異
なるため、負担額に差が生じていること。

H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）
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課等名 事業名 事業説明

　施策の方向（３）　　男女の生涯を通じた健康支援

基本方針４　　異性に対する暴力の根絶と人権の尊重

行政推進会議
コメント

○妊娠・出産・育児という精神的不安定になり得る時期に積極的に介入
し、きめ細やかなフォローを行うことで不安を払しょくすることが期待
できる効果的な事業であると思います。
○妊娠中から出産後のケアを継続的に実施し、産後うつの早期発見に努
められており、十分な成果があったと思います。今後も継続的な支援の
実施を望みます。
○生活習慣病は日本人の死因の上位を占めており、検診・予防教室の開
催は予防につながると思いますが、受診率、参加率を上げるためにはよ
り効果的なPR方法の検討が必要であると考えます。
○性に関する指導など小中学校において実施され、正しい知識の習得に
ついて成果があったと思います。より深い理解が得られるよう、外部講
師の導入などの検討を望みます。

市民活動推進課
リプロダクティブ・ヘルス／ラ
イツの周知

リプロダクティブ・ヘルス/ライツの必
要性と正しい認識を広めるために、啓
発紙への掲載や啓発講座を実施しま
す。

教育支援課
性に関する指導・エイズ教育の
実施

小中学生を対象に生命の創造、妊娠の
経過、出産のしくみ等に関する正しい
知識を適正に指導します。

　②性やエイズに関する正しい理解への取り組み

健康づくり課 エイズ予防に関する普及・啓発
エイズの危険性の情報を提供し、正し
い知識と予防に向けた啓発を行いま
す。

健康づくり課 健康講演会の開催
男女ともに心身の健康が保たれるよう
講演会を開催します。
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H28年度事業実績（成果・課題） H29年度事業計画（目標値）

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

成
果

課
題

協議会
コメント

○母子健康手帳の交付を、健康づくり課、本庁の両方でできるのは、
市民の利便性が高く良いことだと思います。
○「制度がある」という情報までたどり着けない人が多くいますの
で、きめ細やかな対応があると心強いかと思います。
○貧困対策として「みんなの食堂」を運営していますが、本当に必要
な方は姿を見せないようです。行ったら恥だと思っている方をどう
やって救うかが課題であると考えます。
○かつて、ソロプチミストでレストラン等にデートＤＶ等のチラシを
配架してもらったことがあります。効果を検証することはできません
が、継続して啓発をすることが重要だと思います。

情報誌でリプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツを紹介しました。

情報紙「はばたき」で啓発します。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関す
る啓発ができるよう、周知方法や周知内容
を検討する必要があります。

小学校では、体育（保健）、特別活動にお
いて５・６年生全クラス実施しました。中
学校では、特別活動において３年生全クラ
ス実施しました。

小学校では、体育（保健）、特別活動に
おいて５・６年生全クラス実施します。
中学校では、特別活動において３年生全
クラス実施します。

教員の授業力の向上
講師選び（中学校は講演形式のため）

エイズ予防対策は、県が主体となって検査
等と併せて実施しており、市への要請があ
れば実施していきます。28年度は要請があ
りませんでした。

エイズ予防の啓発は、県が主体となって
検査等と併せて実施しており、市は今後
も要請に基づきチラシ等の配布に協力し
ます。主に保健相談センターで普及啓発を行って

いるが、来所者の年齢に偏りがあるため、
市民に幅広く周知できていないこと。

講演会の開催はありませんでしたが、生活
習慣病予防や心の健康づくり対策の健康教
育を開催しました。

生活習慣病予防に関する教室は継続して
実施します。心の健康づくり対策は、教
室だけでなく、街頭キャンペーンや相談
会を開催します。多くの方に参加いただけるように、教室の

内容・周知方法を検討します。
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推進体制と進行管理等

市役所が取り組む重点目標 現状 目標値

市役所管理職（課長相当職以上）における女性割合 21%
（平成29年4月1日現在）

19%
（平成31年4月1日現在）

市役所男性職員の育児休業取得率 0%
（平成28年度実績）

10%
（平成31年度実績）

42





第２次海老名市男女共同参画プラン(平成27年度～31年度)
平成28年度事業評価結果報告書

発行年月：2017年（平成29年）９月

発行：神奈川県海老名市

編集：海老名市市民協働部市民活動推進課

人権男女共同参画係

〒243-0492 海老名市勝瀬175番地の1
℡ 046-235-4568（直通）
Email shimin-katsudo＠city.ebina.kanagawa.jp


